
問合先：那須烏山市まちづくり課地域交通グループ ☎0287-83-1151

①合宿実施
⑴ ＪＲ烏山線の利用方法 裏面をご覧ください。

⑵ 合宿中に記録いただきたいもの
※市助成金申請に使用しますので、ＪＲ烏山線区間を利用した際の、全てのきっぷ等を記録してください。
★事前にきっぷ（普通乗車券）を購入する場合

□ ＪＲ烏山線区間を利用したことが分かる、
全員分のきっぷ等の写真 または 全員分のきっぷ等の領収書の写真

★上記以外の場合
□ 全員分の「乗車駅証明書」または「整理券」の写真

※降車駅が無人駅の場合、車内精算となり領収書は発行されません。
※乗車駅証明書及び整理券については精算時に回収されるため、降車前に写真をお撮りください。

那須烏山市
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ▶▶

那須烏山市まちづくり課への申請
（乗って残そう烏山線！未来へつなぐ助成金）

栃木県スポーツ振興課への申請
（栃木県スポーツ合宿開催費補助金）

②実績報告
詳細につきましては、栃木県スポーツ
振興課へご確認ください。

③交付額確定通知
栃木県スポーツ振興課から「交付額確
定通知書」が発行されます（②実績報告後、

概ね１週間以内）。
那須烏山市助成金の申請に必要ですの
で、保管をお願いします。

④那須烏山市 助成金申請

⑴ 必要書類
申請書兼請求書に以下必要書類を添えて申請して
ください。
★栃木県へ提出した書類（②実績報告）

□ 事業結果報告書の写し ＊移動経路を確認します。

□ 事業参加者名簿の写し ＊参加者数や年齢を確認します。

★栃木県から発行された書類（③交付額確定通知）

□ 交付額確定通知書の写し
※提出が間に合わない場合はご相談ください。

★新たに用意いただきたい書類
□ ①合宿実施 ⑵ で記録した、きっぷ等の写し
□ 申請者名義の振込先通帳の写し

⑵ 提出方法
那須烏山市まちづくり課あてメールで提出してくだ
さい。
＜メールアドレス＞

machizukuri@city.nasukarasuyama.lg.jp

⑶ 提出期限
ＪＲ烏山線を利用した日の翌日から起算して
30日以内にご提出ください。

⑤交付決定通知
那須烏山市まちづくり課から「交付決定通知」を発行
します。振込金額・予定日を記載しておりますので、
必ずご確認ください。

栃木県ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｯｼｮﾝ
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★事前にきっぷ等を
購入しない場合

→全員分の「乗車駅
証明書」または「整
理券」の写真

★事前にきっぷ等を
購入する場合

→全員分の「きっぷ」
や「普通乗車券」の
領収書

⑵合宿中に記録いただきたいもの 記録例
ＪＲ烏山線区間を利用した全てのきっぷ等を

記録してください。

※乗車駅証明書や整理券は、
精算時に回収されるため、降
車前に写真をお撮りください。

mailto:machizukuri@city.nasukarasuyama.lg.jp

